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ヒト受精胚にゲノム編集技術等を用いる研究計画の 
審査等体制に係る論点 

 
 
 
 
１．研究の特質（ヒト受精胚を用いる研究であること、ゲノム編集技術等を用いる研究

であること）等に鑑み、基本的考え方をどのように設定すべきか 
 
 
 
２．研究計画の申請から終了に至るまでのプロセスにおいて、審査等主体が果たすべき

機能は何か 
 
 
 
３．現行の審査における体制及び運用上の課題と対応方策は何か 
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